
在 外 教 育 施 設 派 遣 教 員 委 託 費 交 付 要 綱 

 

                                                          平 成 １ ５ 年 ４ 月 １ 日 

                                                             文 部 科 学 大 臣 決 定 

改 正 平 成 ２ ３ 年 ４ 月 １ 日 

改 正 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 

改 正 平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 

改 正 令 和 ３ 年 ３ 月 ２ ４ 日 

  （通    則） 

第１条  在外教育施設派遣教員委託費（以下「委託費」という。）の交付については，この要綱に

定めるところによる。 

  （交付の目的） 

第２条  この委託費は，在外教育施設における教員の確保及び長期研修に係る経費を都道府県及び

指定都市に交付することにより，在外教育施設における教育指導の充実を図るとともに，海外に

おける教育実践を通じて派遣教員の資質の向上を図り，もって海外子女教育の推進及び我が国教

育の国際化の進展に寄与することを目的とする。 

  （交付の対象及び交付額） 

第３条  文部科学大臣は，都道府県及び指定都市に対し，次に掲げる経費について，予算の範囲内

で別に定める 基準により算定した金額を交付する。 

  (1) 公立学校教員に係る派遣教員経費（給与支給額のうち別に定める委託費対象経費） 

  (2) 私立学校教員に係る派遣教員経費（給与支給額のうち別に定める委託費対象経費） 

  （申請手続） 

第４条  都道府県及び指定都市は，前条の規定に基づく経費の交付を受けようとするときは，様式

第１による申請書を所定の期日までに文部科学大臣に提出しなければならない。 

  （交付決定の通知） 

第５条  文部科学大臣は，前条の規定による申請書の提出があったときは，これを審査のうえ，派

遣教員経費を決定し，様式第２による交付決定通知書を都道府県及び指定都市に交付するものと

する。 

 （申請の取下げ） 

第６条 都道府県及び指定都市は、交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があるこ

とにより、委託費交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から３０

日以内にその旨を記載した書面を文部科学大臣に提出しなければならない。 

 （委託費の支払） 

第７条 委託費の支払は、原則として、第１０条の規定により、交付すべき委託費の額を確定した

後に行うものとする。ただし、都道府県及び指定都市からの要求により、必要があると認めた場

合は、会計法第２２条及び予算決算及び会計令第５８条第３号に基づく協議を行い、整った場合

に限り、委託費の全部又は一部について概算払をすることができる。 

  （交付決定の変更） 

第８条  都道府県及び指定都市は，第５条の規定による決定後において，次のいずれかの理由（決

定時において確定していた事由を除く。）が生じたときは，様式第３及び様式第４による変更申

請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 

  (1) 新たに在外教育施設に教員を派遣する場合 

  (2) 文部科学大臣が在外教育施設派遣教員として委嘱した教員が，委嘱を解かれた場合 



  (3) 在外教育施設に派遣した教員が公立学校教員の身分を失う場合又は私立学校教員の身分を失  

  う場合 

  (4) その他交付決定の変更を受ける必要が発生した場合 

２  文部科学大臣は，前項の変更申請書が提出された場合において必要に応じ決定の内容を変更す

ることがある。 

  （実績報告書） 

第９条  都道府県及び指定都市は，様式第５による実績報告書を翌年度の４月１０日までに文部科

学大臣に提出しなければならない。 

 （委託費の額の確定） 

第10条 文部科学大臣は前条の規定による実績報告書の審査等を行い、その報告の内容が委託費の

交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき委託費の額を確

定し都道府県及び指定都市に通知するものとする。 

２ 前項の確定額は、前条の規定による派遣教員経費の実績額と第５条の規定により決定した額の

いずれか低い額とする。 

３ 文部科学大臣は、第１項の規定に基づき額を確定した場合において、既にその額を超える委託

費が交付されているときは、その超える部分の委託費の返還を命ずる。 

４ 前項の委託費の返還期限は、当該命令のなされた日から２０日以内とし、期限内に納付がない

場合には、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じ、政府契約の支払遅延防止等に

関する法律第８条及び政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づいて計算し

た金額を利息として支払わければならない。 

  （交付決定の取消等） 

第11条  文部科学大臣は，次の各号に掲げる場合には，第５条の決定の全部又は一部を取消し，又

は変更することができる。 

  (1) 都道府県及び指定都市がこの要綱又はこれに基づく文部科学大臣の決定若しくは指示に違反

した場合 

  (2) 第５条の決定後に特別の事情の変更が生じた場合 

２ 文部科学大臣は、前項の取消し又は変更を行った場合には、期限を付して、既に交付した委託

費の全部又は一部の返還を命ずる。 

３ 第２項に基づく返還金に利息を付すことができる。利息については、返還金にかかる委託費を

受領した日（第７条により委託費を概算払した場合は、都道府県及び指定都市が実績報告書を提

出した日）の翌日から起算し、返還金を納付した日までの日数に応じ、年利５％の割合により計

算した額とする。 

 （学校法人に対する交付）  

第12条  委託費の交付を受けた都道府県は，交付を受けた額のうち，第３条第２号に規定する経費

を学校法人に速やかに交付するものとする。 

２  委託費の交付を受けた都道府県は学校法人に委託費を交付するときは，第６条から第１１条ま

での規定に準ずる条件を付さなければならない。 

 

附 則 
  この要綱は平成１５年４月１日から施行する。 
附 則 
  この要綱は平成２３年４月１日から施行する。 
附 則 

この要綱は平成２８年４月１日から施行する。 
附 則 

この要綱は平成２９年４月１日から施行する。 



附 則 
  この要綱は令和３年３月２４日から施行する。 


